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平成２９年１月２０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 換価代金配当処分取消請求控訴事件 

（原審・札幌地方裁判所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２８年１１月３０日 

 

       判     決 

控訴人       有限会社Ｘ 

被控訴人      国 

  （処分行政庁     中野税務署長） 

 

主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 中野税務署長が平成２７年５月２９日付で行った株式会社Ａの滞納国税に係

る換価代金等の配当処分を取り消す。 

３ 中野税務署長は、控訴人に対し、控訴人の配当要求債権に係る４００万００

０８円及びこれに対する平成２７年６月６日から支払済みまで年５分の割合に

よる金員を配当せよ。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、中野税務署長（以下「処分行政庁」という。）が、株式会社Ａ（以下

「Ａ」という。）の滞納国税を徴収するため、Ａ所有の原判決別紙不動産目録記

載の土地（以下「本件土地」という。）を差し押さえて公売に付し、その売却代
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金（以下「本件換価代金」という。）の全額を滞納処分費及び滞納国税に配当し、

債権現在額申立書等を提出していた控訴人に対する配当金額を零円とする配当

処分（以下「本件配当処分」という。）をしたところ、控訴人が、控訴人の配当

要求債権は国税に優先するものであるから本件配当処分は違法であるなどと主

張して、処分行政庁の所属する国を被告として、本件配当処分を取り消し、控

訴人の配当要求債権に係る４００万０００８円及びこれに対する換価代金の交

付期日の翌日である平成２７年６月６日から支払済みまで民法所定の年５分の

割合による金員について、控訴人に配当するよう求めた事案である。 

原審は、本件配当処分の取消しを求める訴えは不服申立前置の要件を欠き不

適法であり、また、配当を求める訴えは行政事件訴訟法３７条の３第１項２号

所定の訴訟要件を欠き不適法であるとして、本件訴えを却下した。 

控訴人がこれを不服として控訴した。 

２ 前提事実及び当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決書「事実及

び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１及び２に記載のとおりであるから、こ

れを引用する。 

（１） 原判決書５頁１３行目の「その後、」の次に「本」を加える。 

（２） 原判決書６頁６行目の「３」を「２」と改める。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の訴えは不適法であると判断する。その理由は、原判決

書１４頁６行目の「通則法」の次に「７５条３項、」を加えるほか、原判決書「事

実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これ

を引用する。 

２ 控訴理由について 

（１） 控訴人の主張する控訴理由は判然としたものではないが、要するに、本

件配当処分は、①控訴人が配当要求書に記載した本件立替金債権が国税に

優先する債権であることについては、債権届出の際に処分行政庁に対して
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提出した添付書類により証明されており、処分行政庁は、これを十分に認

識したうえで、控訴人の本件立替金債権に対する配当金額を０円とする配

当をした、②本件配当計算書謄本には、控訴人に対して配当をしない理由

について、抵当債権のみについて「配当なし」と記載され、本件立替金債

権については何らの記載がされていないから、本件配当計算書謄本は瑕疵

のある書面である、③控訴人が本件配当計算書謄本を受領した時点におい

て、異議申立てをその法定期間内に提出することは、社会通念上不可能で

あったことなどの事情に照らし、本件配当処分は公序良俗に反し無効であ

るというべきであるから、本件配当処分取消しの訴えは、不服申立前置の

要件を欠いていたとしても、適法であるとの主張をしているものと解され

る。 

（２） しかしながら、上記①の点については、控訴人が債権届出の際に処分行

政庁に対して提出した添付書類によって、本件立替金債権が国税債権に優

先することが証明されたとはいえない。本件立替金債権は、一般的な債権

にすぎず、国税に優先するものと認めることができないことは原判決が説

示するとおりである。 

この点、控訴人は、公正証書（甲６）の第６条により、本件立替金債権

が国税債権に優先することは明らかである旨主張する。しかし、上記公正

証書は、Ｂが控訴人に対して本件立替金債権を譲渡する際に作成されたも

のであり、第６条は、Ｂと控訴人との間で、国税債権が本件土地を含むＡ

の総財産に対して一般の先取特権を有する本件立替金債権に劣後するもの

であることを確認した旨の規定であるが、上記公正証書は、Ｂと控訴人と

の間で作成されたものにすぎず、国に対して効力が及ぶものではない。ま

た、仮に、本件立替金債権が一般の先取特権（民法３０６条）の要件を満

たすとしても、一般の先取特権は、徴収法１９条１項で国税債権に優先す

る先取特権には該当しない。したがって、上記公正証書６条の規定により
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本件立替金債権が国税債権に優先するとは認められない。 

次に、上記②の点については、処分行政庁は、本件立替金債権が国税債

権に劣後するものと判断して、本件配当計算書謄本に本件立替金債権につ

いての記載をしなかったと認められるから、本件配当計算書謄本の記載に

は何らの瑕疵もない。 

さらに、上記③の点についても、控訴人の異議申立てが不服申立期間経

過後になったことについて、被控訴人側の事情によるものと評価すること

ができず、本件配当処分に係る処分行政庁の手続に社会的妥当性を欠く点

があったといえないことは原判決が説示するとおりである。 

以上のほか、本件全証拠によっても、本件配当処分が公序良俗に反し無

効となるような事情は認められない。 

そうすると、本件配当処分が公序良俗に反し無効であることを前提に、

本件配当処分取消しの訴えについては、不服申立前置の要件を欠いていた

としても、適法であるとの控訴人の上記主張に理由がないことは明らかで

ある。 

（３） 控訴人は、その他るる主張するが、前記１の結論を左右するものではな

い。 

３ よって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとお

り判決する。 

 

札幌高等裁判所第２民事部 

裁判長裁判官   佐藤 道明 

裁判官   飯淵 健司 

裁判官   下澤 良太 


